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美馬市教育委員会の自己点検･評価シート
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　美馬市教育委員会は、政策の効果の把握、必要性、効率性等の観点から自己点検・評価を行う。また、政策の立案を的確に行うと共に、市民に対する説明責任を果たすため、その結果の公表を行う。教育委
員会が管理・執行を教育長に委任する事務については、第２次美馬市教育振興計画実施計画（令和２年度末現在）によるものとする。

①教育委員会会議の開催回数

実
現
度
↑

○令和２年度は、１４回（定例会１２回、臨時会２回）開催した。
○必要に応じ開催したことから、教育委員会運営に支障をきたすことはなかった。

②教育委員会会議の運営上のエ夫

実
現
度
↑

○教育委員会委員学校訪問と教育委員会の会議を同日に行い、また、日程調整を行い教育委員会の会議が総合教育会議と同日に開催
できるようにした。
○同日開催にあたっては、協議の時間が十分取れるよう配盧した。

①教育委員会会議の傍聴者の状況

実
現
度
↑

○会議の開催については、事前に公表している。令和２年度は、傍聴者０名であった。

②議事録の公開､広報･公聴活動の状
況

実
現
度
↑

○教育委員会会議の開催日時や議事録の公開については､美馬市ホームページに掲載して公開した。

(3)教育委員会と事務局との連携 ①教育委員会と事務局との連携

実
現
度
↑

○常に連携を取り､学校教育､社会教育、社会体育の推進に努めた。
○会議の開催にあたり、会議のスムーズな進行を心がけた。

(4)教育委員会と首長の連携
①教育委員会と首長との意見交換会
の実施

実
現
度
↑

○令和３年２月１７日に開催された総合教育会議において、市長と教育委員会との意見交換を行い、情報の共有及び意思の疎通を
図った。

(5)教育委員の自己研鑽 ①研修会への参加状況

実
現
度
↑

○令和２年度徳島県・市町村教育委員会教育行政連絡協議会に参加した。
○令和２年度徳島県・市町村教育委員会教育委員等研修会に参加した。
○その他、各委員が研鑽を積んだ。

①学校訪問

実
現
度
↑

○令和２年度は、６月２６日、１０月２３日、１１月２０日、１月２９日にそれぞれ実施した。
○市内幼保連携型認定こども園・幼・小・中学校の約半数以上の学校（園）訪問を行った。

②所管施設訪問

実
現
度
↑

○学校訪問時に園児・児童・生徒と一緒に学校給食の試食を行った。
○文化施設等については、学校訪問時に見学した。

(1)学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。

実
現
度
↑

○美馬市教育振興計画実施計画の令和元年度末現在の進捗状況を公表した。

(2)学校､公民館その他教育機関の設置及び廃止に関すること。 ○美馬市立岩倉幼稚園の廃園（岩倉認定こども園への統合）を行った。
実
現
度
↑

(3)人事の一般方針を定めること。

実
現
度
↑

○美馬市小・中学校教職員人事異動方針を決定した。

(4)褒賞及び懲戒を行うこと。

実
現
度
↑

○美馬市教育委員会児童生徒健全育成表彰要綱により、前期及び後期で合計個人２０人・２団体を表彰した。

(5)学校、公民館その他教育機関の職員（県費負担教職員を除く。）の任命を
行うこと。

実
現
度
↑

○令和３年３月教育委員会定例会で教育委員会事務局職員の人事について決定した。（令和３年４月１日付人事異動に関する議案）

(6)教育委員会事務局職員の任命を行うこと。

実
現
度
↑

○令和３年３月教育委員会定例会で教育委員会事務局職員の人事について決定した。（令和３年４月１日付人事異動に関する議案）

(7)県費負担教職員の任免その他進退について県教育委員会へ内申を行うこ
と。

実
現
度
↑

○令和２年度末徳島県小・中学校教職員人事異動要綱により内申を行った。

(8)学校､公民館その他の敷地を選定すること。

実
現
度
↑

○新設する美馬市学校給食センターの敷地を選定した。

実
現
度
↑

(12)社会教育委員等法令に基づく諮問機関の委員を委嘱すること。

実
現
度
↑

○令和２年度中は、なかった。

(13)文化財に関すること。

実
現
度
↑

○令和２年度は、伝統的建造物２棟の修理を実施した。
○郡里廃寺跡整備検討委員会を２回（うち１回は書面による）開催した。

(14)学校の通学区域の設定又はこれを変更すること。

実
現
度
↑

○令和２年度中は、なかった。

(15)地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定による点検及び
評価に関すること。

実
現
度
↑

○美馬市教育委員会の自己点検・評価(令和元年度分)を令和２年１１月教育委員会定例会で決定し、１２月市議会定例会に係る福祉
文教常任委員会で報告するとともに、市の掲示場やホームページにおいて公表した。

(16)地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条に規定する意見の申出
に関すること。

実
現
度
↑

○令和２年度中は、補正予算及び条例改正等の議決が必要となる議案を遅滞なく教育委員会に提案し、その後に議会において原案ど
おり可決された。

１
教
育
委
員
会
の
活
動

(1)教育委員会の会議の運営改善

(2)教育委員会の会議の公開､保護者や
地域住民への情報発信

(6)学校及び教育施設に対する支援･条
件整備

２
教
育
委
員
会
が
管
理
・
執
行
す
る
事
務

(9)教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこ
と。

○美馬市立幼稚園、小学校及び中学校職員の私有車の公務使用に関する規則の一部改正（令和２年４月）
○美馬市教育委員会事務決裁規程の一部改正（令和２年４月）
○美馬市新型コロナウイルス感染症対策家庭学習支援助成金交付要綱の制定（令和２年５月）
○美馬市新型コロナウイルス感染症対策家庭学習支援工事助成金交付要綱の制定（令和２年５月）
○美馬市学校臨時休業対策費助成金交付要綱の制定（令和２年５月）
○美馬市新型コロナウイルス感染症対策に係る就学援助費交付対象者に対する助成に関する要綱の制定（令和２年５月）
○美馬市立学校管理規則の一部改正（令和２年６月）
○美馬市学校給食食材充実支援費助成金交付要綱の制定（令和２年６月）
○美馬市立学校管理規則の一部改正（令和２年８月）
○美馬市教育委員会会議規則の一部改正（令和２年１０月）
○美馬市教育委員会会議の傍聴人規則の一部改正（令和２年１０月）
○美馬市立幼稚園管理規則の一部改正（令和２年１０月）
○美馬市立幼稚園通園区域等に関する規則の一部改正（令和２年１０月）
○美馬市青少年育成センター規則の一部改正（令和２年１１月）
○美馬市学校給食センター設置条例施行規則の一部改正（令和２年１２月）
○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に係る保護者負担に関する要綱の制定（令和２年１２月）
○美馬市スクール・サポート・スタッフ設置要綱の一部改正（令和３年２月）
○新型コロナウイルス感染症対策家庭学習支援工事助成金交付要綱の一部改正（令和３年２月）
○美馬市学校管理規則の一部改正（令和３年３月）
○美馬市招致外国青年任用規則の一部改正（令和３年３月）
○美馬市夜間中学就学支援費交付要綱の制定（令和３年３月）

(10)重要な教育財産の取得の申出及び工事の計画を策定すること。

実
現
度
↑

○美馬市学校給食センター整備計画を策定した。
○市内小中学校校内ＬＡＮ設備改修工事を実施した。
○岩倉小学校プールろ過設備改修工事を実施した。
○江原南小学校敷地アスファルト舗装工事を実施した。
○岩倉小学校敷地アスファルト舗装工事を実施した。
○旧穴吹幼稚園解体工事を実施した。(R1からの繰越)

(11)教育予算その他議会の議決を経るべき議案に関すること。

実
現
度
↑

○令和２年度教育費の補正予算（第１号）を令和２年４月教育委員会定例会で決定した。
○６月補正予算を令和２年５月及び６月教育委員会定例会で決定した。
○９月補正予算を令和２年８月教育委員会定例会で決定した。
○美馬市立岩倉幼稚園の廃止を令和２年９月教育委員会定例会で決定した。
○美馬市立認定こども園条例の一部改正についてを令和２年１０月教育委員会定例会で決定した。
○美馬市内学校運動場夜間照明施設管理条例の一部改正についてを令和２年１０月教育委員会定例会で決定した。
○１２月補正予算を令和２年１１月教育委員会定例会で決定した。
○３月補正予算及び令和３年度当初予算を令和３年２月教育委員会定例会で決定した。
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NO.2

小項目 点検・評価大項目 中項目

総合評価

 １．教育委員会の活動及び教育委員会が管理・執行する事務については、「第２次美馬市教育振興計画基本構想、基本計画及び実施計画」の下、全ての分野
　 について基本方針や施策を示し、実態把握・点検・指導助言援助を適切に行い、改善を図っている。
 ２．就学前教育については、幼児教育・保育の方向性を示した「美馬市幼児教育・保育推進計画」に基づき、各認定こども園、幼稚園等において質の高い教
　 育・保育の展開に努めた。
　　 また、集団保育の確保や社会環境の変化に対応できる就学前の施設として、認定こども園と幼稚園の交流を実施し、より一層の連携を図り、情報の共有
　 に努めることができた。
　　　幼児教育の無償化に伴い、全園児の保育料、一時預かり事業及び給食費について、全世帯の無償化を実施した。
 ３．学校教育については、生きる力（人間力、社会の変化への対応）の育成、安心・安全の学校づくり、特色ある学校づくりの推進、情報教育の充実などに
　 基づき、教育環境の整備を図った。教育、文化、スポーツにおいて活躍した児童生徒の表彰、顕彰を行い、活動意欲の向上や健全育成の推進につなげた。
　 　特別な支援を要する児童生徒等の支援体制の整備を図った。
　　 ＧＩＧＡスクール構想に基づき、市内の全小中学校の体育館を含めた校内に、高速大容量の無線ＬＡＮによるネットワーク環境を構築したことに加え、
　 全小・中学校の児童生徒に対し一人一台のタブレット型端末を配備した。
 ４．青少年健全育成については、子どもたちの安全で健やかな居場所づくりの推進に努め、勉強・スポーツ・文化活動、地域との交流の取組を行った。
 ５．生涯学習については、文教施設等において各種教室を開催し、幅広い学習機会の提供を図るとともに、自主的な学習活動の支援に努めた。伝統芸能など
　 の活動に対して支援を行った。
 　　また、生涯学習の拠点である美馬市立図書館の充実を図り利用促進と活用に努めた。
 ６．生涯スポーツについては、諸施策を推進し、スポーツのレベル向上、振興及び発展を図った。市内スポーツクラブでニュースポーツ（カローリング・テ
　 ィーボールなど）や太極拳などの推進を図った。
 ７．文化振興では、地域文化の振興と文化意識の高揚を図り、文化財の保護と活用を図った。

(1)幼児教育の振興

①【幼稚園教育の充実】及び【教諭等の資質及び専門性の向上】
②【小学校教育との連携・接続の強化】及び【未就園児の幼稚園生
活への連続性】
③幼稚園等の学校評価と情報公開

(2)子育て支援の推進
①【幼稚園等における子育て支援の推進】及び【家庭・地域社会との
連携・強化】
②一時預かり事業の充実と推進

(3)幼稚園就園支援の推進
①【就園年齢の一層の拡充】及び【保護者の経済的負担軽減施策等の
周知と円滑・適正な実施】

(4)幼稚園の教育環境の整備 ①【教育条件の充実】及び【施設・設備の充実】

(5)幼保連携型認定こども園の開
　 設と推進

①幼稚園と保育所型認定こども園の施設等の一体的運営の推進

(2)安心・安全の学校づくり
①【学校施設の耐震化の推進】及び【学校施設・整備の充実】
②【学校安全の推進】及び【防災教育の推進】
③【健康教育・学校給食の充実】及び【食育の推進】

(4)情報教育の充実
①【情報教育の推進】及び【ICTの活用】
②情報モラルの習得

(1)青少年の健全育成の推進
①【地域ぐるみで子どもを育てる体制の充実】及び【青少年育成セン
ターの充実】

(2)青年教育の推進 ①青年の社会参加活動の推進

(2)生涯学習施設の充実 ①【地域学習の拠点づくり】及び【情報発信機能の強化】

(3)人権教育の推進
①【人権意識の高揚】及び【理解と共感を得られる人権教育・啓発の
推進】
②美馬市人権教育推進協議会の活性化と実践の支援

(2)体育施設の有効利用 ①体育施設の有効活用

(1)地域文化の継承と振興
①【地域文化の継承】及び【地域文化の振興】
②文化環境の整備

３
教
育
委
員
会
が
管
理
・
執
行
を
教
育
長
に
委
任
す
る
事
務

就
学
前
教
育

「第２次美馬市教育振興計画実施計画（令和２年
度末現在）」の実績

学
校
教
育

(1)生きる力（人間力、社会の変化
への対応）の育成

①確かな学力の育成
②豊かな心の育成
③道徳教育の充実
④人権教育の充実
⑤生徒指導の充実
⑥運動習慣の確立と学校体育・部活動の充実
⑦特別支援教育の充実
⑧外国語（英語）教育・国際理解教育の充実
⑨環境教育の充実
⑩キャリア教育の充実
⑪教職員の資質・能力の向上
⑫学校･家庭･地域の連携・協働

(3)特色ある学校づくりの推進

①学校再編計画の推進
②学校図書館の整備
③児童生徒の健全育成の推進
④開かれた学校づくりの推進

青
少
年
健
全
育
成

生
涯
学
習

(1)生涯学習活動の充実
①【市民の学習ニーズに対応した生涯学習活動の推進】及び【生涯
学習活動の支援体制の確立】
②国際理解の推進

生
涯
ス
ポ
｜
ツ

(1)生涯スポーツの振興

①生涯スポーツの振興
②【総合型地域スポーツクラブの育成】及び【スポーツをしやすい環
境づくり】
③スポーツ推進委員の充実

文
化
振
興 (2)文化財の保護と活用

①文化財の保護
②【重要伝統的建造物群保存の推進】及び【重要文化的景観保存の
推進】
③【史跡保存整備の推進】及び【遺跡の発掘調査の推進】
④文化財の活用
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